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１【提出理由】

　当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生いたしましたので、金融

商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号の規定に基づき、本臨時報告

書を提出するものであります。

 

２【報告内容】

(1）当該事象の発生年月日

　2024年10月23日

 

(2）当該事象の内容

　2014年、当社が当社連結子会社Kanadevia U.S.A. Ltd.（以下、KVUSA）経由で、米国の土木建設会社JVである

Seattle Tunnel Partners（以下、 STP）に納めたシールド掘進機がトンネル掘削工事中に停止しました。同掘進機

の修理を行い、2017年４月に掘削は完了しましたが、この事態に関して、STPが提起した保険金請求権確認訴訟に

KVUSAが原告として参加し、他方で、STPから当社およびKVUSAに損害賠償請求訴訟が提起されました。いずれも米国

の裁判所で係属中でありましたが、当該損害賠償請求訴訟については、2019年10月４日にSTPとの間で和解契約を締

結し、取り下げられました。当該和解契約には、係属中の当該保険金請求権確認訴訟に関する合意条件が含まれてい

ましたが、2024年10月23日、STP、当社および保険会社との間で和解契約が締結されたことにより、当社は、STPとの

当該損害賠償請求訴訟にかかる和解契約に基づき、20百万ドル（約29億円）を受け取ることとなりました。

 

(3）当該事象の損益に与える影響額

　当該事象により、2025年３月期第３四半期の個別決算および連結決算において、約29億円を特別利益として計上す

る予定です。

 

以　上
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